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2.労 働時間の濃密化

19世紀末S&H社 においては,作 業 ・管理機構の段階的改革自体が工程上 ・

管理上生 じる手待ち時間を減 らし,実 際作業時間(し か も直接工程のそれ)の

延長をもたらしていた。しかし同社ではこの改革の効果をより確実にするため,

さらに非機構的な労働時間の濃轡化が補完策として実施 された。後者は,労 働

者が⊥場の門を入ってか ら出るまでの労働時間一 作業準備時間,実 際作業時

間,手 待ち時間,食:事 ・休憩時間,作 業整理時間一 の うち実際作業時間以外

の時間の短縮による実際作業時間の絶対的延長や時間配置の再編により,労 働

の緊張を維持 し.労働能率 を増進す る工夫に他な らずD,そ のようなものとして,

労働能率増進のための同社労働時間管理の第二 の柱をなした。しかもそれは所

定労働時間の短縮に伴い要請された方策であったことにも注意す る必要がある。

つまり労働時間の濃密化は,時 間外労働ならば必要 となる追加賃銀費用なしに,

所定労働時間短縮前の生産量を確保 し増大 させ るための代償策でもあった。

i.s&H社 における労働時間の濃密化 として,ま ず出退勤時刻管理の厳密

1)氏 原前掲書,129ページ以下を参照。
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化 が 注 目 され る。 事 業 部 工 場 の業 績 の測 定 や 引 き上 げ の一..基礎 を なす 賃 銀 ・築

造 原 価 ・工 場 価 格 の正 確 な計 算 ・確 定 は,正 確 な 労 働 時 間 計 算 を前 提 条 件 とす

る。 出 退 勤 時 刻 管 理 の厳 密 化 の一 目的 は,こ の 正 確 な労 働 時 間 計 算 の た め の 出

退 勤 時 刻 の正 確 な把 握 に あ った 。 レか し また 第 二 の これ に 劣 らず 重 要 な 目的 は,

出 退 勤 時 刻 の所 定 労 働 時 間 の 開 始 ・終 了 時 刻 との 近 接 化 に あ った。 これ は,r

方 で は遅 刻 ・欠 勤 等 の 削減=所 定 労 働 時 間 の 実 際 的 確 保 に よ る稼 働 損失 回避 策

と して,他 方 で は と くに作 業準 備 ・整 理 時 間 の削 減 策 や食 事 ・休憩 時 間 の実 態

的 ズ レの解 消策 と して,直 接 的 に労 働 能 率 上 昇 に寄 与 した2)。

と ころ で,ツ ィル ペ ル は 研 究 史 に依 拠 しっ っ,第 一 次大 戦 に 到 る ドイ ツの 出

退 勤 時 刻管 理 の 展 開 を,次 の諸 段 階 に区 分 して い る8>。

第 一段 階 作 業 開 始 前 の 職 長 等 に よ る単 な る点 呼

第二 段 階 工場 入 構 の際 の門 統 制 の導 入

その1簡 単 なチ ェ ッ ク リス トか番 号札 懸板 を用 い た 単純 な門 衛 統 制 段 階

そ の2よ り客 観 的 な 札投 入装 置付 き統 制 時 計 方 式 の 段 階

その3信 頼 性 が 遙 か に ま さ る刻 時 式統 制 時 計 方 式 段 階

この区 分 は 示 唆 的 で あ るが,次 の 問題 が顧 慮 され て い な い。 第 一 に.か れ は

第 一 段 階 こそ生 産 現場 で の 出退 勤 時 刻統 制 に事 実 上 着 目 して い る が,そ の後 の

段 階 では 門統 制 の み に 触れ る にす ぎず.皮 相 的 で あ る。 電 機 工 業 で は と くに機

種 別 職 場 作業 組 織 段 階 以 降,門 統 制 と職 場 の時 刻 管 理 が併 用 され,と もに支 払

賃 銀 計算 お よび労 務費 ・製 造 原 価 計 算 の基 礎 とされ た が,労 務 費 ・製 造 原価 計

算 で は職 場 の 時 刻 管理 の 正 確 性 の確 保 が 門 統 制 以上 に重 要 で あ った 。 同 時 に 職

場 で の 出 退 勤 時 刻 統 制 は.「 不 働 時 間」 の縮 小 に よ る能 率 増 進 の基 礎 とな り手

段 と も な った 。 第 二 に,か れ の 区分 で は,移 行 の管 理 上 の根 拠 は 説 明 され て い

るが,移 行 の具体 的 時 期 の指 摘 は欠 け て い る。 そ れ は,こ の 移 行 と生 産 過 程 の

変 化 を軸 と した工 場 内外 の諸 条 件 の変 化 との 関 連 づ け が な され て い ない こ とと

2)Vgl,Zi【pel,α.α.α,S.67;Jul.H.West,Arbeitzei亡 ・Zahler.in=TechnikandWirts`haft.

Jg。3,1910,S.400.

3)Zirpel,α.α,0,,S,67f.
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も対応 している。以下,こ うした不備を補いなが ら,か れの段階区分 と対比 し

つつ主にS&II社:の 実態を分析したい。

19世紀末の万能職場作業組織段階にあたる1875年 のS&H社 作業場規則によ

.れぽ、遅刻者は朝8時 まで,昼 は11時 半から12時まで入構が許され,そ の際門

衛に身分証を引き渡し,終 業時刻前にその返却を受け,ま た労働時間中や終業

前の工場退場の場合は職長に告知 し職長から通行証を受け取 り,こ れを退場時

に門衛に引き渡す ものとされた。門衛は通行証の不保持者を通 してはならず,

またまる一 日告知なく欠勤 した者は辞職 した もの と見なされた4㌔ この出退勤

時刻管理は,ツ ィルペルのいう第一段階を超えて,第 二段階1の(S&H社 で

は工場蒔計のみによる)単 純な門衛統制の段階に到っている。 これは.70年 代

初頭の時短策の実施に伴い,生 産量維持 ・増進にとっての出退勤時刻管理の重

要性が自覚された現われであろう5>。

当時番号札懸板が用いられたか どうかを上記規則は明らかにしていないが,

ともあれ,身 分証や通行証が番号札の機能を付与 されていたことは疑いない。

ただし,通 行証 を発行する職長は,そ の限りで職場での出退勤時刻統制 に関与

したことになるが,出 退勤時刻を直接把握 したわけではなく,こ の点での意義

は消極的なものにすぎない。出退勤時刻管理の重要性への自覚にも拘 らず,主

に門衛レベルにのみ時刻管理が委ね られた理由は.専 門工作機械の導入やそれ

に伴 う工場内分業の一定の進展にも拘らず,工 場がまだ小規模 で工場門と職場

との距離 も短 く,門 統制により実質的に職場時間統制を兼ねえたこと,ま た出

来高賃銀制が採用 され始めたとはいえ時間賃銀制がなお優勢であ り,支 払賃銀

計算 と労務費計算 とのズレが大 きな問題とならなかったこと,に よると考 えら

れ る。S&H社 優位の製品市場のもとでは,製 造原価計算の厳密性 も緊急の要

請 とならなかったことが,以 上の背景をなした。

4)WOf.4.Telegr.一Bα 防Aπ ∫'.v.8&H伽 塊15.2.」875.SAA32/Lo612.Vgl.Deutschma皿n,

α,4.0.,S.89.

5)マ イ ヤ ー も,1873年 の 時 短 と同 時 に 作 業 場 の時 間 統 制 が厳 し くな っ た と述 べ て い る 。N。 しizen

vonMeyer,in=UnterredungenmitSchwennicke,SAA12/Lh583.
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1883年 のS&H社 門 衛 指 令 は,「 入場 の 際 労 働 者 は門 衛 に 自己 の持 ち場 番号

票 を渡 し,門 衛 は 引 き渡 し時 刻 を 当該 リス トに記 入 して,リ ス トと番 号票 を翌

朝 作 業場 事 務所 に引 き渡 す 」 とし て,「 持 ち場 番号 票 」 の導 入 の 事 実 を明 らか

に して い るω。 だ が 札 懸 板 は未 利 用 で あ り.そ の 他 の 手段 や 方 法 は75年 時 と殆

ど変 わ らず7),こ れ もツ ィル ペル の い う第 二 段 階1の 枠 内で の 改 良 に 留 ま った

と い え る。

これ らの 時刻 管 理 の場 合,門 衛.職 長,労 働 者 等 に よ る人 的 管 理 が 基 本 で あ

っ たた め,関 係 者 の 恣意 ま た は不 正確 性 の 発 生 は 避 け られ な か っ た。80年 代後

半 以降90年 代 に か け て の 工場 の 拡 大,労 働 者 数 の増 加,出 来 高賃 銀制 の い っそ

う の普 及,資 本 間競 争 の 激化 等 に 伴 い,こ の非 客 観 的 な 時間 管 理 が限 界 を 露呈

して い った で あ ろ う こ とは,容 易 に推 測 され る。

機 種 別職 場 作 業組 織 段 階 の1892年 の シ ュ ッケ ル ト社 就 業規 則 に よれ ば,工 場

へ の 入 退場 は建 物 管 理 人Hausmeisterの い る正 門 か ら のみ 許 され,「 全 労働

者 が建 物 管 理 人 の場 所 に設 置 して あ る懸 板 か ら 自己 の統 制 札 を取 り,統 制 装 置

の 開 口部 に 投 入 し」,r統 制 装 置 に取 付 け られ た 時計 に よ り,装 置 の統 制 目印 を

も とに遅 刻 して 投 入 され た統 制 札 は正 規 時 間 内 に投 入 され た もの と区 別 され,

遅 刻時 間数 が確 認 さ れ う る」 と規 定 して い る8㌔ つ ま り,同 社 工 場 で は番 号 札

懸 板 が 用 い られ,こ れ が 時計 付 き統制 装置 へ の 投 入 方 式 と結 びつ け られ て お り.

明 らか に上 記 の 第二 段階 の2に 到 達 し てい る。 それ は,後 述 の よ うに遅 刻 に対

す る(繰 り返 しの場 合加 重 式 の)罰 金 制 に よ って補 完 され て もい た9》。 こ こで

は,遅 刻 の リス トへ の転 記一 通 常 門 衛 が 実 施 一 の際,間 違 い や操 作 は なお

可 能 で あ 一フた が,時 刻 リス トや 番 号 札 使 用 のみ の段 階 で は避 け られ なか った 人

的 濫 用 は か な り排 除 され たは ず で あ る10)。

6)7).lnstructionfairdenPortiervom28.4.1883,SAA32/Lo589.Deutsch皿ann,a.α.0..

S,89は,1873年 に 「統 制 札 」(お そ ら く番 号 票)が 導 入 され た と し てい る(拙 稿 「経 営 ・労 務 政

策 」 ⑦,84ペ ー ジ を も参 照)。 い ず れ に せ よ,こ の段 階 の 時刻 管 理 の基 本 的 性 格 は 変 わ らな い 。

8)9)AOf.4.WerkstattenderEAGvon1892,mitNachtragv・n1894,SAA32/LS382・

10)Zi【pel,α.α.α,S,68.
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ま た シ ュ ッケル ト社 では これ と一 ツ ィル ペ ル が 第二 段 階 の2の 規 定 で 無 視

した一 職 場 で の時 刻 把 握 とを併 用 し,し か も職 場 の 時 刻 把 握 に よ り力 点 を置

い た2重 時 刻 統 制 が実 施 され て い る。 「各 労 働 者 は,始 業 の合 図 が 鳴 る時 作 業

に着 手 し うる よ うに,定 時 に 自己 の 持 ち場 に着 い て い な けれ ば な らな い。 かれ

は決 して合 図 が 鳴 る前 に 作 業 を休 止 して は な らな い。 ベ ルが 鳴 る前 に 作 業 を や

め る準 備 を した り仕 事 か ら離 れ る こ とは,作 業 へ の遅 刻 と同様 禁 じ られ る」m。

この職 場 で の 時 刻 把 握 は,工 場 の門 と職 場 との 間 の移 動 に 含 ま れ る作 業 準 備 ・

整 理 の 時 間 を支 払 賃 銀 計 算 か ら排 除 し,出 動 ・退 場 時 間 す なわ ち職 場 到 着 ・退

場 時 間 とす る こと に よ って実 際 作 業 時 間 の絶 対 量 を増 や す 工 夫 と しての 「現 場

到 着 制 」 では なか った。 後 者 な らば,罰 金制 を伴 う厳 しい 工 場 門 で の時 刻統 制

が 無 意 味 とな った はず だ か らで あ る。支 払 賃 銀 計 算 の 基 準 と して は,門 で の 時

刻 が採 用 され た と見 るの が 妥 当 であ ろ う、 だ が.同 社 の現 場 時 刻把 握 は,当 時

の設 備 投 資 の急 増 ・工 場 規模 の 急 拡 大(拙 稿 「経 営 ・労 務 政 策 」(4),表1皿 一27

に よれ ば,1890/91年 度 の 同社 有 効 作 業 面 積 は,前 年 度 比 お よ そ倍 増 して い る)

の結 果 と して..こ れ ま で と比 べ て無 視 し えぬ ほ ど増大 した 工場 の門 と職 場 との

問 の 移 動 に関 わ る作業 準 備 ・整 理時 間 を一 賃 銀 計 算 か ら排 除 せ ぬ ま で も一

極 力 削減 す る こ とを 目指 した もの で は あ った ろ う。 また それ は,原 価 計 算 上,

作業 開始 ・終 了時 刻 に よ る実際 作 業 時 間 を基 準 と した賃 率 計 算 が別 に 実 施 され

ね ば な らな い た め に必 要 で あ』つた 。 以 上 は,製 造 部 門別 の資 本 間価 格 競 争 の 漸

次的 激化 に規 定 され,逆 に後 者 を促 す 要 因 と もな った と考 え られ る。

とは い え,現 場 に重 心 を置 く2重 把 握 制 に も拘 らず,シ ュ ッケル ト社 で は ま

だ 現 場 に では な く門 統 制 に,よ り客 観 的 な統 制 装 置 が 導 入 され た にす ぎ ない 。

そ の限 りで現 場 の職 長 等 担 当者 と労 働 者 との 労 働 時 間 の 確 認 を め ぐる紛 争 発 生

の余 地 が残 され て い た と推 測 さ れ る12)。ま た 門 統 制 にお け る時 計 付 き統 制 装 置

が,厳 密 に正 確 な遅 刻 の 時 刻 を把 握 し えた か,ま た は 毎15分 ない し30分 な い し

U)AO∫,4.IVerkstattende,EAGvorz1892.SAA32/Li382.

12)Vgl.West,σ,α.0.,S.402.
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1時 間 とい った 一 定 時 間単 位 毎 に遅 刻者 の統 制 札 を振 り分 け る方 式 で あ った か

拭 必 ず し も明 らか で な い。 後 者 ほ ど厳 密性 の 水 準 も低 下 す るの で あ るが,92年

の シ ュ ッケ ル ト社 の場 合,後 者 つ ま り 「労働 者 は 「「場 入 構 の 際.,た い て い番 号

付 き の 自 己 の札 を統 制 装 置 に投 入 し,… … 刻 時 機 構 に よ り札 は 一 定 時 点 か ら別

の 仕 切 りに落 ち,そ の結 果 遅 刻 が 記 録 され えた 。 よ り洗 練 され た方 法 の場 合.

統 制 装 置 の な か に 多 くの 仕 切 りを もつ 筒 が 組 み 込 まれ,こ れ が 事 前 に設 定 さ れ

た 時 間拍 節 で 回転 し,よ り正 確 な遅 刻 調 べ を許 した」13)と の,ツ ィル ペ ル の 第

二 段 階 の2に 関 す る規 定 に 相 当 す る,門 にお け る遅 刻 者 の把 握 と一 定 幅 のそ の

遅 刻 時 刻 ・時 間 数 把 握 を許 す,と い う発 展 程 度 で あ った可 能 性 が 大 きい 。

一 方,こ の 方 式 は 当 時 の 電 機 工 業 で は少 数 派 に 留 ま って い た 。 時 計 付 き統 制

装 置(タ イ ム レ コ ー ダ ー)自 体 はす で に70年 代 末 ドイ ツに 登場 して お り,当 時

S&H社 で もそ の有 用 性 が 認 識 され 設 置 が 提 案 され て い るが,実 際 に そ れ が

S&H社 に 導 入 され た 形 跡 は な く,ま た1892～96年 の 同社 諸 」二場 の就 業 規 則 等

に もそ の導 入 は窺 わ れ ない19。S&Haで の導 入 の遅 れ は,後 の段 階 に 関す る

史 料 か ら も知 られ る よ うに,時 計 付 き統 制 装 置 の技 術 的未 発 達 性 に よ る と こ ろ

が お そ ら く大 きい 。 とす れ ぼ,こ れ は シ ュ ヅケル ト社 の統 制装 置 の 性能 に も当

て は ま るの で あ り,後 者 の 時 刻 管 理 も これ に か な り制 約 され た と も考 え られ る。

品種 別職 場 作 業 組 織 へ の 移 行 期 に,と くに1900年 代 初頭 に入 って 諸 電 機 大 工

場 に.よ り性 能 が 高 く信 頼 し う る刻 時式 統制 装置 が普 及 した こ と に よ り,ツ ィ

ル ペ ル の い う第 二 の3段 階 が現 われ た15)。

1900年 のS&H社 シ ャル ロ ッテ ソ ブル ク工 場 の場 合,従 来 の通 行 証 等 利 用 に

基 づ く門 衛 統 制 と並 ん で 「労使 の利 益 の た め に,工 場 内 に若 干 数 の タ イ ム レ コ

13)Zirpel,α.α.α,S.68.

14)YarlagevonNeesenam12.11.エ879,SAA32/Lo590;丑0∫,d.Charl.Wk.vom15.12.

1892,32/Lo612;Fabriks-Ordnung(FO)vonS&H,Wien,8.11.1895,32/Li754;Instruk-

tionen∫.denPortiervom10.10.1896.32/Lo588.

ユ5)1899年 のS&H社 やAEGに お け る導 入 に つい て は,Dr.J/3読 α麗&co.BerlinW.an

5&HA.一G."o勉27.9.ユ899,SAA14/Lg620;AEGKαb2τ ω々.0う θr5かrθθ απ5&HA.一G.

Cんαブ乙 耳7た.vom22.7.1899,14/Lg620,
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一 ダ ーZeitregisterが(通 例 各 職 長 職 場 に一 台 … … 原 注)設 置 され,こ れ に よ

り自動 的 に各 被 用 者 の 入場 と退 場 が 記 録 され る。 被 用 者 は これ の利 用 を義 務 づ

け られ,利 用 しな い場 合 そ の つ ど25ペ ニ ヒの罰 金 が徴 収 され る」 と して い るエ6㌧

つ ま り,2重 統制 方式 を前 提 と し,し か もよ り重 点 が置 か れ るべ き生 産 現 場 に

タ イ ム レ コ ー ダ ー(刻 時 式 統 制 装 置)が 導 入 され て,現 場 の 時 刻 管 理 が 「自

動 」 化 され い っそ う客 観 化 され て い る の で あ り,こ こに,機 種 別 職 場 作 業 組 織

段 階 の先 進 事 例,92年 の シ ュ ッケ ル ト社 の2重 統 制 方 式 に比 べ て の段 階 的 発 展

が窺 わ れ る17)。

1902年 ゐAEGケ ープ・レ工場に瓢 ・ても門統制と現場把握制の2重 方却 ミ導

入され,前 者が 「工場入口に設置された」札懸板式.後 者が 「全作業空間に設

置された」刻時式統制装置方式というように.や は り後者が客観化され,ま た

これに重点を置いた出勤 ・退場時刻管理が迅速かつ 「分刻みの正確 さ」で実施

されている。すなわち 「統制時計は各労働者の労働時間を双方の利益のために

分刻みで正確に確認することを可能ならしめる。労働時間の確定 と計算は統制

縞マークによりなされる。縞マークから各労働者がその職場空間に入 ・退場 し

た時刻が正確に一 目で読み取れる。 どの労働者 も工場への入 ・退場の際.自 己

の作業部署に掛かっている統制時計で,自 己の統制番号を用いて時間打刻を行

う義務を負 う。 この操作はごく簡単で速やかになされ るので,200人 の従業員

が約5分 で打刻できる。さらなる統制が札懸板により実施 され る。各労働者は

番号付 きの札を工場入場の際札懸板に掛け,退 場時に取 り外す ものとする。札

は門衛により監視され,ど の労働者がまた何人の労働者が工場 に入ってお り,

誰がすでに退去したかを容易に認識させ る。……自己の統制札を札懸板の指定

16)ム0∫.4.Charl.Wh.,1900,SAA32/Li382.

17)1904年 の 同 社 閉 塞 信 号 装 置部 門 で は こ れ が よ り明 確 に 示 され て い る。 「各 装 置 に カ ー ド棚 が つ

い て お り,こ の 中 に 各 タイ ム ・カ ー ドが 持 ち場 番 号 ご とに 整理 され て 保 管 され る。 出入 時 に労 働

者 は 自分 の カ ー ドを装 置 に差 し込 む。 後 者 は 正 確 な時 間 と分 を 印 刷 す る 」。Lo肋 君 μrθ側4θ5.

Block.厭 々5.(de,Abt.ノ ㌦Ei∫6胃うαhη豆cゐθ7脳死g∫四θ58π)der.9&HA.一G.vomA4ril1904.SAA

68/Li135.
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個 所 に掛 け る者 のみ が 工 場 に入 場 し う る」1月)。

こ の実 態 か ら,少 な く と も大 規 模 工 場 に お い て 刻 時 式 統 制 装 置 を利 用 した現

場 時 刻 把 握 に重 点 を置 く,2重 統 制 方 式 が 標 準 化 され て い た とみ て よか ろ う。

品種 別 職 場 作業 組 織 へ の 移 行 期 にお い て.刻 時 式 統 制 装 置 の 導 入 は ど の

よ うな経 営的 意 味 を も って い た か 。 当 時 の この 面 で の到 達 点 とみ られ る1904年

のS&H社 閉 塞 信 号 装 置 工 場 の場 合,「 各 労働 者 の 作業 は賃 銀票(職 長 が労 働

者 に 作業 配 分 の 際 振 出 し,作 業 開 始 ・中 断 ・終 了 日時 の 項 目 を 含 む)と タ イ

ム ・カ ー ドの二 通 りの 方 法 に よ り確 認 され る。 … … タ イ ム ・カ ー ドに よ り週 給

付 賃 銀 時 間Lohnstunden総 数 が 確 認 され,賃 銀 票 は この 時 間 中 どれ が どの程

度 完 了 した 出 来 高 に当 た るか を示 す 。 支 払 賃 銀 計 算 の実 施 に は 両基 礎 資 料 が 同

時 に 必 要 で あ る。 支 払 賃 銀 計 算 は,賃 銀 票 に記 載 さ れ た給 付 労 働 時 間 の 正 確 さ

が タ イ ム ・カ ー ドの対 応 す る記 録 で統 制 され る こ とに よ り行 わ れ る。 両 資 料 に

食 い 違 い が 生 じれ ば,タ イ ム ・カ ー ドの 記 載 内容 が 基 準 と見 な され る」19)。こ

の 「食 い違 い」 の 内容 は示 され て い な い が,最 も問 題 と な るの は,タ イ ム ・カ

ー ドな い しそれ が転 記 され た 出勤 簿 の 時 間 数(労 働 者 が 工 場 構 内一 ま た は職

場 一 に い る 時 間)と 賃 銀票 の 時 間 数(実 際 作 業 時 間)と の差,換 言 す れ ば

「不 働 時 間IdleTime」207で あ った と考 え られ る。 この 「不 働 時 間」 の多 寡 は.

それ.自体 労 働 能 率 の指 標 を な し,ま た 「不 働 時 間 」 の削 減 が 能 率 増 進 の有 力 な

方 法 とな った 。 つ ま り 「不 働 時 間 」 を構 成 す る休 憩 ・食 事 時 間 な どの不 可 避 の

時 間 に お け る ロス の 削 減(後 述 の 連 続 就 業 労 働 時 間制 は そ の一 つ の試 み で あ っ

た),お よび と くに 工場 門 入 場 か ら作 業 開 始 ま で と 作業 終 了 か ら工 場 門 退 場 ま

で の 時 間 に含 まれ る作 業 準 備 ・整 理 時 間 の縮 小(労 働 者 が 昼 休 み に外 出す れ ば

作 業 準 備 ・整 理 時 間 が 一 日各2回 発 生 した こ と にな る)は.そ の程 度 に応 じて

労 働 能 率 の 増 進 を可 能 な ら しめ た。 刻 時式 統 制 装 置 を利 用 した 現 場 重 視 の 出

18)He皿annHasse,D♂ θAJ'gθη3伽θE1轟rl屡擁'5.Cesellschaftandihrewirtschaftliche

β8」¢鶴召πg,Heidolb¢lgユ902,S.571.

19)Loゐ π一Bureaud.β ∫々 .・照5.,SAA68/Li135.

吉田良三/田 島四郎若r工 業簿記提要』同文舘,1953年,.139ペ ージ,沼 田嘉穂r原 価計算』20)

春秋社,1952年,134ペ ージ。
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勤 ・退 場 時 刻 管理 は,ま さに こ うした 労 働 能 率 増 進 の手 段 と して も利 用 され た

と考 え られ るの で あ るP-)。

そ れ と とも に,上 に引 い た 「賃 銀 票 の時 間数 」 自体 に 含 まれ る手 待 ち時 間 の

排 除,つ ま リア ヅベ が 疲 労 を もた らす 最 大 の理 由 と した 「人 間 の空転 」22)の 排

除一 広 い 意 味 で は作 業 に お け る進 捗 管 理 一 も,S&且 社 の 能 率 増 進 のた め

の 時 刻 管 理 の有 力 な課 題 で あ って,こ れ には 「職場 に 掛 け られ た時 計 へ の一 瞥

が,作 業 速 度 が減 退 して い ない か ど うか を確 か め るの に必 要 で あ っ た 」 との

S&H社 職 員 グ ラ ー ベ の 回想 も示 唆 す る よ うにZB),現 場 設 置 の 時計 が作 業進 捗

度 ・就 業 度 チ ェ ックの有 力 な補 助 手 段 と して 役 立 て られ た(進 捗 や 就 業 度管 理

の中心手段 としての出来高賃銀制については後述)。 同時にグラーベの 回想に

い う作 業速 度 の減 退 は,少 な く と も部 分 的 に は,出 来 高賃 銀制 と も関 連 しっ っ,

「組 織 的」 ま たは 個 別 的 「怠 業 」 の意 味 で の 労働 者 の 意識 的抵 抗(い わ ば 職 場

の 制 限 的 慣 行)に よ っ て もた ら され た こ と を考慮 す れ ば渦},こ こ で い う現 場 の

時 計 に よ る作 業 進 捗 度 等 の チ ェ ッ クは,同 時 に労 資 関 係 政 策 の意 味 を持 って い

た こ とに もな る。

た だ し,以 上 で は タイ ム ・カ ー ドの利 用 方 式 は客 観 的 だ が,現 場 時 刻 把 握 の

方 法 は不 徹底 で あ った 、賃 銀票 の 時 刻 記 載 が 労 働 者 に よ った か らで あ り,こ れ

は経 営 に と って の 統制 の 限 界 を な した 。 双 方 に お い て場 合 に よ り矛 盾 が 発 生 し

た場 合.当 面 タ イ ム ・カ ー ドを基 準 に して決 着 が つ け られ て い るが25),経 営 に

と って の 不働 時 間 の整 理 の課 題 は依 然 残 され て い る。 これ に は,職 長 を主 と し

た 現 場職 制 に よ る監 督 と,罰 金 や 賃 銀 控 除 とい った 金 銭 的 規 制 に よ る対 策 が な

され た と考 え られ る。

他 方 で は しか し,こ の 時 刻管 理 に お い て は 職 長 の 恣 意 的 管 理 か らの客 観 化 と

合 理 化 が実 行 され っ っ,そ れ に よ り同 時 に給 付 時 間 数 に関 す る労 資 間 の摩 擦 の

21)Loあ.η ・B丑rεαπ4.BJゑ.・ 煕 ε.,SAA68/Li135.

22)Abbe,α.α.0.,S.23正.

23)24)Er加 πβr図πgβηCrα うε,Bd.1'SAA工2/Lk801,S.2f.

25)Lohn・Bureaud.Blk,一 照5.,SAA68/Li135.Vg】.West,α.α.α,S,402.
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回避 も図 られ てい る。 つ ま り,上 に 引 い たS&H社 閉塞 信 号 装 置 工 場 で は,

「労 働 者 に,支 払 賃銀 の正 確 さ を吟 味 す る機 会 を与 え る た め,か れ は支 払 日の

朝 タ イ ム ・カ ー ド上 で の稼 得 計 算 の写 しを受 け取 る。 同 時 に これ は 次 賃 銀 週 の

労働 時 間 の 記 入 も許 す の で,労 働 者 は 次 の稼 得 計 算 の 結 果 を も予 め 確 か め う

る」26)と して い る。 当 時 のAEGケ ー ブル 工場 で も同 様 に,「 労 働 時 間 の統 制

所Kontrolle」 は,「 各 工 場 に賃 銀 計 算 の 際 必 要 な秩 序 を確 保 し,毎 日ま た は

賃 銀 週 毎 に 計 算 さ るべ き労 働 時 間 に関 す る.計算 違 いや 従 業 員 と工 瘍 首 脳 部 との

間 の意 見 の 食 い 違 い を異 論 な き よ う調 整 す る た め に設 置 され た 。統 制 所 は 一部

局 か ら実 施 され る。 これ は 賃 銀 計 算 の際 に 問題 とな る総 て の要 素 か ら独 立 して

お り,そ れ ゆ え職 長 や 従 業 員 に対 して 完 全 に 中 立 で あ る」 として い る27)。 こ の

「統 制 所 」 は一 運 用 実 態 は不 明 だ が一 労 資 の 共 同 統 制 機 関 とい うよ りは,

や は り上 記 の 目的 を もつ工 場 側 の 統 制 機 構 と見 る のが 自然 で あ ろ う。

と こ ろで,出 ・退 勤 時 刻 管 理 の 厳 密 化 の い ま ひ とつ の重 要 な ね らい は,労 働

力 の 確 実 な 日常 的 配 置 で あ った 。 品 種 別 職 場 作 業組 織 へ の 移 行 に到 る こ の時 期

に は,一 方 で は,膨 大 化 しっ っ あ る 固定 資 本 の早 期 回収 の 要 請 が い っそ う高 ま

り,そ の た め工 場 の操 業 が少 な くと も所 定 労 働 時 間 内 には フル 遂 行 され な け れ

ば な らな か った。 他 方 で は,工 程 改 革 に よ り労 働 者 相 互 間 の作 業上 の連 関 が 密

とな った た め,労 働 者 の不 規 則 就 業 や 欠 勤 が 操 業 の流 れや 能 率 に これ ま で 以 上

にマ イナ スの影 響 を及 ぼ しえた た め,そ れ らは可 能 な か ぎ り排 除 され なけ れ ば

な らなか った 。 労 働 力 の 日常 的 確 保 と定 時配 置 は,以 上 の 目的 を達 す る た め の

手 段 を な した の で あ る。 こ こか らす れ ば,S&H社 が 無 断 欠 勤 の排 除 と遅 刻 の

防止 に重 大 な 関心 を も ち,所 定 労働 時 間 を厳 守 しな い者 や,と くに 無 断 欠勤 者

へ の制 裁 が,た と えば 次 の よ うに厳 格 で あ っ た こ とは容 易 に理 解 され る。 「遅

刻者 は,朝8時 まで,昼 は12時 か ら12時30分 の 間 だ け 入場 が 許 され る。 そ の 際,

男 子 労 働 者 か ら0.1マ ル ク,女 子 労 働 者 か ら0.05マ ル ク,徒 弟 か ら同 じ く0.05マ

26)Ebd・

27)Hasse,4,α.0.,S.57.
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ル クが 工 場 疾 病 ・要 救護 労働 者 扶 助 金 庫 用 に徴 収 され,別 に 男 女労 働 者 か ら勤

怠 時 間15分 単位 で 賃 銀控 除 が な され る」28)。「労 働 者 が朝7時 か ら5分 超 遅 刻 す

れ ば,門 衛 が そ の身 分証 を受 け取 り,遅 刻 帳 に 氏 名 を記 入 す る。 賃 銀 課 は この

帳 面 と身分 証 を受 け 取 っ て身 分 証 を さ らに職 長 に渡 し,罰 され るべ き労 働 者 の.

氏 名 を記 録 す る。 遅 刻 一 回 に っ き賃 銀 か ら10ペ ニ ヒ控 除 され る。 罰 金 は 労 働 者

扶 助 金 庫 に引 き渡 され る」29>。「休 暇 で な く丸 一 日欠 勤 した 労 働 者 は,当 社 作 業

場 規 則 に よ り辞 職 した もの と見 な され,そ れ に伴 い 当 人 が 勤 続 年 数 に従 って得

た 当社 年 金 ・寡 婦 ・遺 児 金 庫 へ の 要 求権 を喪 失 す る」80)。

他 方,こ こに 「休 暇 で な く丸 一 日欠 勤 した 労 働 者 は 辞 職 した もの と見 な され

る」 とは,実 は90年4月29日 に お け る会 社 の 立 場 の表 明 で あ っ て,最 初 の メー

デ ー に 関 連 して す で に 発 生 して い た 争 議 へ の参 加 者 の解 雇 を告 げ,ま た と りわ

け2日 後 に迫 った メ ーデ ー に参 加 し よ うとす る労 働 者 の解 雇 を予 告 す る もの で

もあ った 。 言 い 換 えれ ば そ れ は,生 産 力 的 意 味 で の労 働 力確 保 と同 時 に,19世

紀 末 の 第二 の 労 働 者 運 動 の 大 波 を背 景 と して,労 資 関係 を不 安定 な ら しめ る者

の排 除 を も意 図 した もの で あ っ た。、、

11.次 に 注 目 され るS&H社 の 労働 時 間 の濃 密化 は,「 連 続 労 働 時 間durch-

gehendeArbeitszeiし 」 制3「 イ ギ リス式englische労 働 時 間」 制 の 導 入 で あ

っ た31>。 そ の要 は 「イギ リス 式 食 卓 時 間Tischzeit」82)制 の 採 用.つ ま り昼 休 み

の30分 へ の短 縮,お よび場 合 に よ りそ の 他 の 休 憩 時 間 の肖II減に あ る。 連 続 労 働

時 間制 は,や や先 回 りして い えば,a所 定 労 働 時 間 の短 縮 と結 び つ け られ,後

者 の結 果 短 縮 す る実 際 作 業 時 間 を,お よ そ対 応 す る昼 休 み の短 縮 に よ り再 確 保

し,b昼 休 み に よ る作 業 中 断 ・労 働 能 率 低 下 の影 響 を昼休 み の短 縮 に よ り減 ら

28)AOf.4.Berl.Wk.,1.3,1903,SAA32/Li382.

29)Lohn-Bureaud.EJ壱.一Wks,,SAA68/Li135.

30)5&HanHerrenB&5,14/L皿735.こ の賃鯛空際 と罰金は.労 働者扶助金庫への拠金にす

るという公式規則の場合が殆どであるが,労 務費の追加的な節約も可能にしたであろう。

31)こ のほか,80年 代の現場組立部門において 「認められていた2時 間の昼休みは,急 ぎの仕事の

場台短縮された」というように(Her皿annMeyer,FiinfzigJakrebeiSiemens.Berlin1920,

S.50),そ のつどの注文や景気変動に規定 された所定昼休み時間の短期的削減 も実施されている。

32)RsderCAvomエ8,6.1901,gez.B6diker,SAA32/Lo597.
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し,c工 場 内食 堂 の設 置 と結 びつ け られ て昼 休 み 時 に 労 働 者 を工 場 内 に留 め る

こ とに よ り,工 場 と工 場 外 との労 働 者 の 往復 に よ る生 理 的 エネ ル ギ ーの 損 失 を

減 らす と同 時 に,出 入 りに伴 う作 業 準 備 ・整 理 時 間 を節 約 す る等 の,基 本 的 に

は 労働 能 率 の 多 面 的 増 進 のた め の方 策(不 働 時 間 削減 策)で あ った 。

す で に19世 紀 末 万 能 職 場 作 業 組 織 段 階 の初 め,1873年 の 労 働 時 間 短 縮 の際

社 主 ヴ ェル ナ ーは2回 の 短 い休 憩 を含 む7時 ～16時 の連 続 労 働 時 間 制 の 導 入 を

企 図 して い る、 これ は,ま さ に連 続 労 働 時 間制 が 時短 に対 す る主 要 な補 償 策 と

して位 置 づ け られ て い た こ とを示 す 。 た だ し,「 ドイ ツ式 食 卓 時 間 」38>を 伴 う

労 働 者 ・従 業 員 の生 活 習 慣 の変 更 を意 味 した 「イ ギ リス式 食 卓 時 間 」 の 導 入 に

は 従 業 員 の 同 意 の取 り付 け を要 した の で あ って,当 面 の1873年 には 労 働 者 の 同

意 を得 られ ず 導 入 は 見 送 られ た旧4)。

1881年 には 再 び8時 間 の連 続 就 業 制 で30分 昼 休 み 方 式 の 導 入 の可 否 に 関 して.

経 営 側 か ら従 業 員 に質 問 が な され,作 業場 労働 者531人 中 賛成341人(約64%),

反 対190人,職 員71人 中64人(約90%)が 賛成(う ち8人 は半 時 間 の休 憩 も不

要 と した),15人 が 反 対 と い うよ うに,従 業 者 の 大 多 数 が 賛 成 に転 じた35)。 労

働 者 らの賛 成 が 増 え た の は,主 と し て,職 場 と住 居 との距 離 が 拡 大 し,2時 間

の昼 休 み で あ って も食 事 に帰 宅 で き な くな っ た こ とに よ る3e)。 そ の背 景 に は,

前 述 の よ うに,S&H社 の73年 時 に比 べ て の企 業 規 模 の 拡 大 と,工 場 移 転 や 交

通 手 段 の改 善 に よ る労 働 市 場 の 空 間 的 拡 大 とい う状 況 の変 化 が あ った。 か くて

労 働 者 の過 半 数 は この 時 点 以 降,長 い昼 休 み よ りは早 期 終 業 を選 好 す る よ う に

な り,連 続 労 働 時 間 に対 す る態 度 も反 対 か ら賛 成 へ変 化 した の で あ る37,。 と も

あれ 労 働 者 の選 好 の変 化 は,い うま で もな く連 続 労 働 時 間制 の 経 営 に よ る濫 用

33)5&HA.・G.andieBerlinerMaschinenbau-A.一G.70rフ π.L.5σゐ四αr2々q夕∬ りoηz21.6.エ901.
SAA32/Lo597,

34).若 年労働者は導入に賛成したが,古 参労働者が反対した。ヴェルナーの指示による経営内投票

では,過 半数が昼休みの維持 と同時的な労働時間の短縮に賛成 したという。Burhenne,".α.(λ.
S.38,

35)喩8.vomユ7.5.1881'AnderungderArbeitsxeit,SAA32/Lo590.
36)Kocka,α,α,α,S.209.

37)ド イツ全体では,.こ うした労働者の休憩時間に対する考 え方の変化}ま,1880年代末以降に現わ

れたoDeutschmann,α.α,0.,S.192.
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を 想 定 し た も の で は な か っ た の で あ り,こ の 点 の ち の 展 開 と の 関 連 で 留 意 を 要

す る。

し か し こ の 質 問 結 果 に も拘 らず,連 続 労 働 時 間 制 が 初 め て 導.入 さ れ た の は

1884年2月 に お い て で あ り,そ れ も商 事 事 務 ・技 術 諸 課 お よ び 実 験 室,写 真 ア

ト リエ とい う一 部 職 員 部 門 の み に つ い て で あ っ た88)。 翌85年 に は,職 員 中 支 配

人 に 対 し て,9時 か ら18時 ま で の 間 の7時 間 勤 務 の 条 件 で 「営 業 上 支 障 の な い

限 り個 人 の 都 合 を 考 慮 す る」 い わ ば 初 期 的 フ レ ッ ク ス ・タ イ ム 制 が 導 入 さ れ て

い る39)、 ブ リ ッ シ ェ ソ9時 ～ ユ3時 お よ び15時 ～18時,フ ォ ー ゲ ル と レ γ グ ナ ー

9時 ～16時,レ ソ ト9時 ～13時30分 お よ び15時30分 ～18時 と い っ た 各 人 の 出 勤

時 間 が 示 す よ う に,そ の 実 態 は 旧 勤 務 時 間 制 と新 連 続 勤 務 時 間 制 と の 混 合 形 態

で あ っ た40)。

こ れ に 対 し て,最 初 に 作 業 場 に 連 続 労 働 時 間 制 が 導 入 さ れ た の は.機 種 別 職

場 作 業 組 織 段 階 に 入 っ た1890年 前 後 期 で あ っ た 、 す な わ ち,ベ ル リ ン 工 場 で は

「1889年 以 降,イ ギ リ ス 式 食 卓 時 間 制,つ ま り7時 か ら 夕 方5時 ま で の,有 給

朝 食 休 憩 を.含 む 連 続 労 働 時 間 が 導 入 さ れ た 」41)。 ま た90年5月 上 旬 に は シ ャ ル

ロ ッ テ ン ブ ル ク工 場 機 械 工 部 門 と 閉 塞 信 号 機 課 に8時 間30分 制 が 試 験 的 に 導 入

さ れ た こ と は す で に み た が,後 者 は.73年 の 導 入 の 試 み の 場 合 と 同 様.実 は 連

続 労 働 時 間 制(7時 ～15時30分 就 業,11時 ～11時30分 の30分 休 憩)の 同 時 的 導

入 と結 び つ け ら れ て い た の で あ る42)。

た だ し他 部 門 へ の 広 範 な 導 入 は,機 械 工 部 門 で の 試 行 結 果 に よ り判 断 す る と

し て 当 面 見 送 ら れ て い る 引3)。会 社 に は 「連 続 労 働 時 間 の 導 入 へ の 原 理 的 疑 念 」

38)こ の場合は,9時 か ら16時 まで とされた。Vfgg.vom22、 ユ2.1883,in=Arbeitszeiten...,

SAA14/Lx516.

39)Zirkularvow4,8,1885,SAA14/Li516.

40)ヘ フナーのみは 「私の仕事 の場合6時 間の事務所 労働 ののちで もま った く消耗 してお り.ま た

しば しば夜間に照明実験 に動 員 され る」 との理 由か ら10時 ～16時 の6時 間勤務の希望 を提示 し,

これ は 「追 って沙汰が あるまで」認 め られて いる。勘4.

4ユ)[ア ηf8rr6ゴ㍑冗π 魏琵Jωηg乱8fη1,SAA12/Lh583.

42)SchreibendesCharl.照5,りo解6.5.1890,SAA32/Lo591,閉 塞信号機課では16時 までの

連続 労働時間制で あったDVfgg.vo皿 ユ9.5.1890,in=!1ア う雄5畑`θπ_,SAA14/Lr5ユ6.

43)5&HanB&8von1890,SAA14/L皿735,
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は な か った が,こ れ を労使 双 方 の 利 害 を満 足 させ る形 で全 経 営 に実 施 可 能 か否

か は 以上 の試 行 次 第 で あ り,そ の 結 果 に よ り各 工 場 の労 働 者 の 見解 を確 認 す 筍

とい う段 取 りで あ った44)。 同 年,労 働 者 側 が工 場 内 「労 働 者 委 員会 」 集会 での

採 択 を受 け て,直 ち に連 続8労 働 時 間制 の全 作業 場 へ の拡 延 を請 願 した の は.

会 社 の この 方 針 に対 応 した もの で あ ろ う。 請 願 に よれ ば.「 深 刻 な住 宅 不 足 に

関 す る多 様 な苦 情 に促 され て 白熱 電 球 部 門 を除 く全 作 業場 で ア ン ケ ー ト調 査 を

行 った 」 結 果,回 答 者770人 中 連 続 労 働 時 間 制 の導 入 賛 成 が562票 で あ り(こ れ

は全 体 の約73%で,1881年 当 時 よ り9ポ イ ン トも賛 成 者 の比 率 が 増 え て い る),

ま た残 り208人 の大 部 分 が 賛 成 の署 名 を 断念 した の は収 入減 を恐 れ て で あ っ て,

連 続 労働 時 間 制 自体 へ の 反 対 では なか った45)。 ま た 「(導入)請 願 署 名 者579人

中,昼 休 み に帰 宅 で きな いか 馬車 鉄 道 ま た は鉄 道 を利 用 せ ね ば な らぬ 者 が201

人 」 で あ っ た46)。 「深 刻 さ を増 して い る住 宅難 に よ り,わ が 共働 者 の 大 多 数 は

ベ ル リン外 の住 宅へ の入 居 を 余儀 な く され て お り」,「2時 間 の昼 休 み は不 必 要

な支 出 と時 間 の浪 費 の源 泉 で あ る」 との理 由づ け は,労 働 市 場 の 空 間 的 拡 大 が

い っそ う進 行 して い る こ とに 基 づ く47)。

に も拘 らず,工 場 内 の 全部 門 や 全 事 業 部 工 場 での 連 続8労 働 時 間制 は な お実

施 され て い な い 、 そ の一 理 由 は 工 場 内 昼 食 施 設 の未 整 備 で あ った と思 われ る。

連 続労 働 時 間制 は従 来 型 の昼 休 み 中 の 外 食 で な く工 場 内 で の 昼食 を条 件 とす る

た め,社 主 ヴ ェル ナ ー も強 調 した よ うに,工 場 内食 堂 の設 置 が事 前 に 必要 とな

り48),S&H社 で も80年 代 に 連続 労働 時 間 制 の 導 入 と関 連 し て(お そ ら く作 業

場 を除 く事 務 所 職 員 用 の)食 堂 経 営 は設 置 され つ つ あ った に も拘 らず49),全 工

44)聴g.vom28.4.1890,in=Arbeitszeiten,..,SAA14/L5⊥6.

45)46)Bittschriftder」4「beiter,(30.9.～)1890,SAA14/Lm735.

47)PetitionderArbeiter,SAA14/Lm735.同 年 に機 械 エ部 門 の上 級 職 長 ラー ペ は.配 下 の 機 械

工 にベ ル リ ンの両 親 との同 居 者 が 多 く,日 に二 回 もベ ル リンか ら シ ャル ロ ッテ ソブル クへ の往 復

を要 求 で きな か った とい う。Erinnerungenvongeh.HafratCdrges,2.Fassung,SAA12/Lr

494,S.200f.

48)し か も 「す で に 当時 ど の経 営 で も連 続 労働 時 間 の 導 入 と同 時 に 一 種 の 職 員 会 館 お よ び労 働 者食

堂 が 設 置 され て い た」。 以 上,Burhenne,a.α.0.,S.40.

49)Bulhen皿e,α.¢.α,S.81f.Erinnerungen.Gerlach,SAA12/Lh583.
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場 部 門 で の連 続 労 働 時 間制 に対 応 す る食 堂 の整 備 が 出 来 て い な か っ た の で あ

る9

翌1891年 以 降 作業 場 を含 め た 食 堂 の整 備 が 進 め られ るに従 い.ま ず 職 員部 門

で の連 続 労 働 時 間制 が拡 充 され た 。 シ ャル ロ ッテ ンブ ル ク工 場 で は 同年 「1月

1日 以 降,職 長 事:務所,賃 銀課,発 送 課,資 材 管 理 課 を除 く全 事 務 所 ・管理 事

務 部 門 に,昼 休 み の な い9時 ～16時 の連 続 労 働 時 間制 が最 終 的 に導 入 さ れ る。

完 成 した ば か りの職 員 会 館 施 設 に よ り社 員 に12時 か ら14時 の 間 暖 か い軽 食 で 元

気 を つ け る機 会 が 与 え られ る、 勤 務 時間 が延 長 さ れ な い こ とを 考慮 し,食 事 時

間 は で き る限 り短 く設 定 され 」 た5。)。ま た ベ ル リ ン諸 作業 場 に お い て も同 年4

月1日 以 降,「 労 働 者 委 員 会 」 の推 進 と採 決 に よ り,先 に み た8時 間30分 労 働

制 の 導 入 と同 時 に連 続 労 働 時 間 制一7時 ～16時 就 業,休 憩 一 回30分 一 へ の

移 行 が な され た51)。

品 種 別 職 場 作業 組 織 へ の 移行 が な され は じ め,技 師 経 済 が確 立 した1890年 代

半 ば 以降 に は,や は り所定 労働 時 間 の 短 縮 と歩 調 を合 わせ て,連 続 労働 時 間 制

が従 来型 労働 時 間 制 の 事 業 部 工 場 ・部 門 の な か に,よ りい っそ う浸 透 して い っ

た。 む ろん従 来型 労 働 時 間 制 を とる工 場 ・部 門 も,所 定 労 働 時 間 の 部 門 別 相 違

と も対応 して 基 本 的 に はや は り工 程 や作 業 の 性格 に規 定 され て 一 存 続 し

てい るが52),そ の なか に連 続 労 働 時 間制 が漸 次 広 が って い くと い うのが,こ の

段 階 の趨 勢 で あ っ た とい え よ う。 そ のエ:場で の 展 開 は,前 掲 表1か ら も充 分 に

窺 い 知 られ る。 職 員部 門 に お い て も,1899年2月 に本 社 管 理 部 の文 書 課 と記 録

課 に 「イ ギ リス式 時 間 配分 」 が 導 入 され58),1901年7月1日 以 降 は 「全 工 場 ・

部 門 の事 務所}出 統一 的 に 午 前9時 か ら午 後4時30分 ま で(7月15日 以 降 は9

時～17時 ま で)の,い わ ゆ る イ ギ リ玄武 食 卓 時間 つ ま り12時 か ら2時 ま で の う

50)1悔8.4・ ・Chard.照 ・.剛27.12.1890.SAA14/L・516;E・ 珈 ・…9飢Gδrgθ ・・2・

Fassang,SAA12/Lr494,S.2001.

51)Kocks,α.α.0.,S,2091Bθ 砺 躍πじ㎜ α`hungvom93.12.1890.SA△32/Lo587.Vg1.ム ト

加 髭∫z厩 θη...,SAA14/Lr516;Deutschmann,σ,α.0.,S.142.

52)5伽 伽4・ ・ 伽 冠.伽.vom11.7,1899.SAA35/L・713.

53)5伽 伽,伽CAv・ 加27.1.1900,9・ ・.Bδdik・ ・,SAAユ4/L・516.
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ち の30分 の朝 食 休 憩 を含 め た労 働 時 間 が定 め られ た 」54)。

この連 続 労 働 時 間制 は,S&H社 の ほ か,1900年 前 後 の電 信 電 話 ・避 雷 針 メ

ーーカーM&G(Mix&Genest)社 や1903/04年 のAEGで の実 施 の事 実 か ら し

て も,19世 紀 末 の機 種 別 職 場 作 業 組 織 か ら品 種 別 職 場 作 業 組 織 へ の移 行 期 に か

け て,概 ね先 進 設 備 を有 す る電機 大 経 営 の 相 当部 分 に導 入 され た と 推 測 さ れ

る55)。

さ て,S&H社 「全 工場 の 一 致 した 報 告 に よれ ば,イ ギ リス式 食 卓 時 間 の 経

験 は た だ も う有 益」で あ った56)。そ れ は 第 一 に,8時 間半 や8時 間 へ の所 定 労働

時 間 の短 縮 に よ る実 際 作 業 時 間 の短 縮 を,労 働 者 へ の 負担 転 嫁 に よ るお よ そ対

応 す る昼 休 み 時 間 の 短 縮 に.より再 確 保 す る手 段 とな った。 この場 合 に は,所 定

労 働 時 間 の短 縮 は 単 な る形 式 に他 な らなか った こ とに な る。 事 実,す で に 指 摘

した よ うにS&且 社 に お け る8時 間 労働 日の 導 入 は 昼 休 み の短 縮 を伴 い,こ れ

と連 動 して いた の で あ り,そ れ は1903/04年 ま で の 当 面 の時期 に一 貫 して 変 わ

ら なか った 。 それ と と もに,昼 休 み の短 縮 に よ る能 率低 下 の 可 能 性 に関 し ては,

「当 社 では,長 い昼 休 み が な い た め の社 員 の給 付 能 力 の低 下 また は 疲 労 は 確 認

54)RsderCAvom18,6.1901,gez.Bδdiker,SAA32/Lo597.た だ し 「個 々の 社 員 が 特 別 の 理
馳 由 に よ り他 の 命 令 の も と に あ る場 合 は」 この 限 りで な く(⑳ の

,ま た 作 業 場 事 務 所 の 一 部 で は,

労働 者 が12時 ～14時 に 現 場 にい る た め ドイ ツ式 食 卓 時 間 が維 持 され た 、5&H11.一(;.anSch-

warzkopfvom21,5,1901,SAA32/Lo597;Vfgg.No.41vom1.7.1901.SAA32/Lo

601.

55)M&G社 で は,朝7時 か ら午 後4時 半 ま で の就 業 に15分 の 朝 食 休 憩 と305}の 昼 休 み の8時 間

45分 制 で あ っ た。PaulHirschfe田,B¢r!∫ π∫Grq6・1π ゴ恥 〃如,Be■lio1897,S.135.AE.Gケ ー

ブル 工 場 で は,9時 か ら16時 ま で の連 舞 労働 時 間 制 が 導 入 され,ま た 「連 続 労 働 時 間 制 の導 入 に

伴 い,AEGは た い て い の 経 営 に 工 場 食 堂 を 設 置 した」、AEG$abelwerkOberspree,Berlin

1904,AEG-Telefunken-Firmenarchlv(AEGTA),S.22.一 方,ド イ ツ に お け る 連 続労 働 時 間

制 の 普及 は,世 紀 の 転 換 を待 た な けれ ば な らな か った よ うに 思 わ れ る。Deutschman血,α.α.0..

S,145,191-193,196は,昼 休 み時 間 の短 縮 例 は 散 発 的 に し か見 られ な い と し て,.1879年 の

Dusseldo【f/K61nお よ び1887/88年 のLeipzigの 各 工 場 監督 官 報 告 に よる事 例 の み を 指摘 し,ま

たIB98年 に ベ ル リンで は連 続 労 働 時 間 制 導 入 企 業 は65件.1899年 に は69件 と して い る(侮 工 場 の

例 に つ い て はebd.,S.194の 表 参 照)。 またSchulte,DieEntldhnungsmethodeninderBerliner

働oん'初 癖 伽5緬 θ,Ber-in1906,S,36に よれ ば,2〔 世 紀 初 頭 の ペ ル リ ソ機 械 工 業 で は これ は

若 干 の 工 場 で実 施 され て い た にす ぎ ない 。 た だ し,Bernhard,α,α.0,,S.45f.に よ れ ば,1909

年 頃 の ドイ ツで は これ の利 用 が ます ます 進 み っ つ あ った とい う。

56)57)5&HA.・G.anSchwarzkopfvonエ901,SAA32/Lo597.
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され て お らず」,そ れ ど ころ か 「夏 は 一般 に.社 員 が昼 休 み に帰 宅 す る必要 が

な い こ とが 特 別 の 長 所 とす ら感 じ られ て い る。 昼 の暑 気 の下 で の 往復 は 気 分 転

換 よ りむ し ろ疲 労 を もた らす か らで あ る。 冬 は 暑気 の重 要 度 は 低 く,社 員 の な

か に長 い昼 休 み を望 む 者 もい る が,未 婚 社 員 が 周 辺 の 飲 食 店 に よ り長 く留 ま る

事 態 を容 易 に惹 き起 こ し う るの が そ の 欠 点 で あ る」 として,昼 休 み 短 縮 の積 極

面 を強 調 して い る57》。 第二 に,や や の ちのS&H社 に お い て 「通 常 の労 働 時 間

の場 合 の長 い 昼 休 み に よ り,イ ギ リス式 労 働 時 間 と比 べ て著 しい労 働 能 率 が失

わ れ」58),逆 に 「イギ リス式 食 卓 時 間 の場 合,作 業 中 断 時 間 が最:小限 に短 縮 さ

れ て,勤 務 時 間 が よ りょ く充 用 され る」 と され た よ うに59),そ れ は 出 退 勤 時 刻

管 理 と同様 所 定 労 働 時 間 と実 際 作 業 時 間 との ズ レ(不 働 時 間)を 削 減 して,作

業 の緊 張(能 率)を 維 持 す る努 力 の ひ とつ であ った 。 第 三 に,労 働 者 ・職 員が

昼 休 み に外 出す るな らば不 可 避 と な る.出 入 りに伴 う作 業 準 備 ・整 理 時 間 や生

理 的 エ ネ ル ギ ーの ・スが 工場 内昼 食 摂 取 に よ り削減 され た こ とは,そ れ 自体能

率 増 進 に役 だ った00)。 ま たそ れ は,午 後 の終 業 後 の増 加 した 時 間 を個 人 的 目的

に使 え,昼 休 み に帰 宅 して食 事 す る場 合 の 往復 を節 約 で き るた め従 業 員 に も利

点 が あ り,彼 らに広 く認 め られ て い る と され て い る こ とか らo"・ 従 業 員 裾 礁

の側 面 を も持 って い た。 第 四 に、 それ は 同 時 に,残 業 に利 用 し うる時 間 の拡 大

を も意 味 した の で あ り.実 際 に も 「若 い 未 婚社 員 が.そ の意 に反 せ ず して,と

くに なす べ き仕 事 の よ り多 い 冬 季 に所 定 事 務 時 間 を超 え て残 業 す る こ とを経 験

して い る。 か れ らは 依 然 長 い汐 刻 を控 え て い るか ら」 とい うご と く6巳),後 述 す

58)CI,皿,。 ・H・+a,A・ ・1・・eandA・p　 ungd・rArb・it・ ・i・d・ ・B・ ・h・・xF・inmecha・ik,in・

SchriftendesVereinsfurSozialbolitik(SdVfS).Bd,⊥34,1910,S.173.

59)Ri。hardC,w・1i・ ・Diewirtschaftlicheands・zialeLagedertechnischenPrivatangestell-

teninderdeutschenElektroindustrie,Berlin1914,S.91.

60)BernhaTd,α.α.σ,S.44.労 働 能 率 に マ イ ナ ス に作 用 す る 外食 の 場 合 の,ピ ール 等 ア ル コー ル

の 飲 用 が,工 場 内食 堂 で は 回避 され た こ と も無 視 で きな い。 これ に つ い て も の4.要 す る に 「食

堂 施設 の た め の割 増 負担 は,獲 得 され た 労 働 上 の 利 点 に よ り相 殺 され て余 りが」 あ った 。Czwa・

lina,α,α.0..S.91.

61)Czwalina,α.α,0.,S.91.

62)5&HA.・G.anSσ ゐ脚α「鋭 ψ ∬ 切 毘1901,SAA32/Lo597.
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る残 業 や 交 替 制 と結 びつ け られ て 積 極 的 に利 用 され た。 第五 に,そ れ は 労 働 市

場 の 空 間 的 拡 大 を背 景 と して 要 請 され た方 策 で あ っ たが,逆 に ま た 連 続 労 働 時

間制 そ れ 自体 が,労 働 市 場 の 空 間 的 拡 大 を促 す こ とに よ り遠 距離 通勤 老 の 動 員

を 可 能 にす る と い う.労 働 力 確 保 の機 能 を も持 つ こ と とな った。 「当 社 が イギ

リス式食 卓 時 間 を維 持 す る決 定 的 な理 由は.こ れ に よ り当社 社 員 に郊 外 に よb

健 康 で 安価 な住 居 を賃 借 す る可 能 性 が 与 え られ る こ とで あ り,こ の 可 能 性 は 当

社 社 員 に十 分 に利 用 され て もい る」 と は,そ の別 様 の表 現 に 他 な らな い88)、 と

も あれ 以 上 の点 で連 続 労 働 時 間制 の導 入 は労 働 時 間短 縮 の狙 い と基本 的 に は 共

通 して い る の で あ り,前 者 に よ り 「最 適 限 」 労 働 時 間 の 更 な る徹 底追 求 が 可 能

と され た の であ る。

他 方 それ は,や は り時 短 と同様,1890年 の メ ーデ ーを 意識 した 会社 の,労 働

者 の要 求 に対 す る対 応 で もあ った 。 上 に引 いた 同年4月29日 のS&H社 の 書 信

は,労 働 者 の工 場 内集 会 では 「総 て の扇 動 的提 案 は 大 多 数 の 労働 者 に よ り否 決

され,5月1日 を労 働 を通 して祝 い,連 続8時 間労 働 を 導 入 す る よ う会社 に請

願 を行 うと の提 案 の みが 採 択 され た。 … … 労働 者 は 主 な 力点 を連 続 労 働 時 間 制

に置 き,.ま す ます 拡 大 す る住 居 との距 離 の 点 を 請願 の理 由 と した 。8時 間 労 働

を かれ らは そ の こと の単 な る帰 結 と見 な し,わ れ わ れ もぞ う した もの とみ て い

る」 と して い る㈲ 。 こ こで 「8時 間労 働 を かれ らは そ の こ との 単 な る帰 結 と見

な し」 との会 社 の認 識 は,メ ーデ ーに お け る労 働者 の最 重 点 要 求 項 目が 時 短 に

あ った こ と.書 信 自体 が メー デ ー を 目前 に 控 身.て出 され た 養の で あ った こ とか

らす れ ば,き わ め て疑 わ しい 。 と もあ れ,い っ そ うの労 働 能 率 向 上 を 目的 とす

る連 続 労 働 時間 制 の導 入 は,少 な く と も当 初一90年 代 初頭 一 は 同 時 に 労 働

者 の こ う した請 願 を背 景 と した労 資 関 係 的 譲歩 策 と して も実 施 され た ので あ る。

ただ し労 働 者 に関 して は,90年4月 の会 社 側 の書 信 に も拘 らず,そ の総 てが

連 続 労 働 時 間制 の導 入 に 賛成 とい うわ け で は な か った 。1891年 の 連 続 労 働 時 間

63)Eう4.

64)3&HanB&Svon1890,SAA14/Lm735.
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制 の導 入 直 後 に,古 参 労 働 者 を通 じた 「連 続 労 働 時 間制 の導 入 に よ る経 験 に基

づ く」 実 施 反 対 の請 願 が 提 出 され て い る。 そ の 理 由 は 次 の よ うに多様 で あ った 。

① 連 続 労 働 時間 制 に よ り,今 日す で に 寝過 ご しや 病 気 とい った 現 象 が 現 わ れ,

古 参 労 働 者 は この 問 題 を容 易 に克 服 で き ない 。 ②住 居 が 職 場 か ら遠 く離 れ て い

る者 の 多 く,と くに未婚 者 は 遠 くに住 む こ とを利 とす るが,古 参 労 働 者 の誰 も

ベ ル リン外 には 居住 せ ず,誰 もが 事 情 の許 す か ぎ りな る べ く近 くに住 む よ う努

め て い る。 ③ 昼 休 み は気 分 転 換 に な り,新 た な大 気 に浴 す る こ とは新 た な 活 力

を 呼 び起 こす も と とな るの に,今 は昼 休 み が な く眠 気 が ちに 仕 事 に 就 い て い る。

④ 学 齢 期 の子 供 や 徒 弟 や成 人 した 娘 が お れ ば,家 で の 食 事 は 通 常 の 時 間 に済 ま

さ な け れ ば な らな い 。 しか し連 続 労 働 時 間 制 で は,夕 方4時30分 か ら5時30分

の 間 に帰 宅 して 昼 食 を一 そ れ も冷 めて まず く,暖 め直 した もの を一 と りう

る にす ぎ ない し,妻 に著 しい 超 過 労 働 も生 まれ,家 計 の負 担 も増 加す る。⑤ 連

続 労 働 時 間 制 に よ り終 業 後 に 自 由時 間 が大 い に利 用 され て い る とは 聞 かず,殆

ど全 員 が 家 に着 くや い なや 疲 労 を 覚 え て お り,休 息 よ り散 歩 を好 む 者 は僅 か に

す ぎな い。 ⑥ 疾 病 金 庫 に雇 用 され た 医 者 は.た い て い 小 手 術 や 外 科 的 治 療 を 自

ら行 えず,金 庫構 成 員 を医 院Klinikenへ 送 り,後 者 は そ う した 愚 老 の た め に

12時 か ら午後2時 ま で 開 院 して い て,以 前 は 昼 休 み に よ く利 用 され て いた が.

今 日で は そ の 利 用 は 面 倒 とな り費 用 もか か る057。

類 似 の反 対 は 以 後 も提 示 され て い る。1896年 か ら1902年 ま で の 間 と見 られ る

シ ャル 律 ヅテ ソ ブル ク工 場 の連 続8時 間労 働 制 の 導 入 に反 対 す る多 数 の労 働 者

の署 名 入 り請 願 は,「8時 間労 働,昼 休 み の脱 落 残 業 存 続 へ の 変 更 に よ り生

活 様 式 が不 規 則 とな り,こ れ らに 利 点 は 認 め られ な い。 逆 に,体 の健 康 が 損 わ

れ ざ る を え ない とい う欠 点 が 恐 れ られ る」 と してい る66)。

以 上 の反 対 請 願 は,要 す るに,第 一 に,連 続 労 働 時 間 制 そ の ものがS&H社

周 辺 に住 む 古参 労 働 者 に と って は,労 働 力 の順 調 な再生 産 を阻害 す る こ と,第

65)EingabederArbeitervom15.12.189ユ,SAA14/Lm735.

66)E`。g。 う卿 一 働 ・… ・4・・伽 轍4加 …geplante8StundenArbeitszeit.・J・(Vet'

muしlichzwischen22.7.工896and28,1.1902),SAA35/Lo713.
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二 に,連 続 労 働 時 間 制 が,導 入 に賛 成 した(遠 距離 地居 住 者 を含 む)大 多 数 の

労 働 者 の 期 待 をす ら裏 切 っ て,現 実 に は の ち に み る残 業 等 と結 び つ け られ て 実

施 され た(労 働 者 に と っ ては 著 し く濫 用 され た)た め,労 働 力 の順 調 な再 生 産

を不 可 能 と させ る事態 が 労 働 者 全 般 に広 ま った こ と.を 訴 え た も の と い え よ

う67)。 この事 態 が,結 局,19世 紀 末S&H社 にお け る急 迫 的 な資 本 蓄 積 に根 拠

を有 して い た こ とは、 言 うま で もな い。

に も拘 らず,少 な くと もこ うした 反 対 請 願 は一 それ は資 本 の労 働 時 間政 策

が もた らす機 能不 全 の 兆候 で もあ った の だ が一,機 種 別 職 場 作 業 組 織 段 階 以

降 す で に 明確 に 固 ま って い た,連 続 労働 時 間 制 導 入 とい う経 営 方 針 の前 に.当

面 会 社 側 の聞 き入 れ る と こ ろ とは な ら なか った。 連続 労働 時 間 制 の導 入 と拡 充

は,工 場 の規 模 拡 大 に伴 い 労働 市場 の空 間範 囲 も拡大 せ ざ る を えず,ま た激 し

い資 本 間低 価 格競 争 に さ ら され つ つ あ ったS&H社 側 に と って 譲 る こ と の で き

ぬ 経 営方 針 で あ った。 結 局 、 資 本蓄 積 へ の要 請 が 労働 力 の 順 当 な再 生 産 へ の要

求 や 従 業 員福 祉 的 配慮 に優 先 した の で あ り,労 働 者 か らの 意 見 聴取 と い え ど も,

会 社 の方 針 に合 致 す る限 りに お い て,ま た は そ の よ うな時 期 ・段 階 にお い て の

み 採 り入 れ られ た にす ぎな い点 で は,所 定 労 働 時 間 の 短縮 の場 合 と同様 で あ っ

た 。

とこ ろ で.た とえば1891年 の 営 業 条 例 改 正 は.女 子 労 働 者 の 昼休 み休 憩 と し

て 最 低1時 間.ま た家 政 を預 か る女 子 労 働 者 の場 合 最 低1時 間 半 の 休憩 を規 定

し.ま た16才 未 満 の若 年 労 働 者 には6時 間労 働 で は最 低30分 休 憩.そ れ よ り長

時 間 労働 の場 合 最 低 昼 休 み1時 間.午 前 と午 後 の 休憩 各30分 と した68)。 も しこ

れ が規 定 どお り守 られ た とす れ ば,S&H社 の連 続労 働 時 間制 の導 入 は か な り

制 約 され た は ず で あ っ た。 と ころが 現 実 に は,女 子労 働者 の場 合 も連 続 また は

準 連 続 労働 時 間 制 が.少 な く と もシ ャ.ルロ ッテ ン ブル ク.・ベ ル リン両 主 力 工 場

お よ び圧 倒 的 に女 子 で 占め られ た 白熱 電 球 工 場 で 実施 され て い る こ とが 確認 さ

67)反 対請願は,事 実上 「労働力の肉体的 ・精神的再生産に必要な生活時間構造によって規定され

る最適限」(山 本前掲書,工74ページ)の 労働時間とい う立場を前提 としていたとい.えようg

68)Gesetz,beしr,AbarLderungderGO.1891,§136-137,iロ:RG,ユ89工.
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れ うる(こ の場合,昼 休み時間は男女 とも30分 ない しケーブル工場で45分)。

ただし,徒 弟のみは昼休み1時 間,午 前午後に各30分 の休憩が定め られてお 妨

立法の規定が部分的ではあれここに生 きている69㌔女子の場合に連続労働時間

制の導入が可能であったのは,「 経営の性質または個別事業所の女子労働者に

対する配慮が,別 の休憩の規定を望ましいものとさせる場合,特 別の申請があ

れば高位官庁はこれを定めることができる」 との91年 改正法に盛 られた休憩の

例外規定を,S&H社 が用いたことによると考えられ る70)。それゆえ国家の労

働時間政策は,こ の休憩においては規制上の限界をもっていたことになる。

(未完)

69)前 掲表1脚 注諸史料 による。

70)同 改正 は,若 年労働者 に関 して も8時 間労働を超えない場合午前 ・午後の休憩の廃 止またぱ

短縮 な どを許容する例外規定 を含 んで、・た。Gesetz,betr.Aba皿derungderGO.1891,§139.

もっ ともS&H社 では この場 合の例外規定は利用 され ていない。


